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（１）保存地区の概要

地 区 名 伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区

種 別 漁村

面 積 約310.2ha

選定年月日 平成17年7月22日

特 徴 伊根浦を特長付けるのは、海岸沿いに連続す
る舟屋群であるが、明治13年より昭和25年ま
でのブリ景気によって、その多くが瓦葺二階
建に建て替えられた。また昭和6年から約10年
の歳月を費やして行われた府道伊根港線の拡
張工事は、総延長約5ｋｍにわたって幅員4ｍ
の道路を主屋と舟屋との間に敷設するもので
あり、これによってそれまで主屋と近接して
建っていた舟屋や土蔵が海側へと移設され、
多くの舟屋が二階建に変わっていった。しか
しながら、その規模や形態については伝統が
維持され続けてきた。
それ以後は大きな変化も無く、同形態・同規
模で連続性のある舟屋群の景観が継承され、
現在でも約230棟の舟屋が伊根湾の海岸沿いに
連続して建ち並び、歴史的風致を形成してい
る。
舟屋や主屋等からなる江戸末期から昭和初期
にかけての伊根浦の町並みは、伊根湾や青島
及びこれらを囲む魚付林という周辺環境とあ
いまって独特の歴史的景観を今日に伝えてい
る。

（２）保存地区のあゆみ

平成5年 伊根町舟屋群等保存検討委員会設置

平成6年 伊根町舟屋景観維持保全計画策定

平成13～15年 伊根浦伝統的建造物群保存対策調査

平成15年 伊根町伝統的建造物群保存地区保存条例制定

平成17年 重要伝統的建造物群保存地区選定

修理修景事業開始

平成20年 特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」
連合へ加盟

平成23年 景観行政団体に移行

平成24年 伊根浦観光振興ビジョン策定

平成26年 秋篠宮同妃両殿下ご来町
「海の京都」重点整備地区の鳥屋をご視察さ
れる

「日本で最も美しい村」連合定期総会・戦略
会議開催



（３）保存地区の保存と整備

・修理修景事業
選定後127件の修理事業、17件の修景事業を実施

・景観舗装
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（４）保存地区の活用とまちづくり

・伊根町観光交流施設「舟屋日和」の整備

舟屋の景観が途切れていた空き地に周囲と連続した舟屋の
景観を創出する公設民営の観光交流施設を整備

・お試し住宅事業

本町への移住の推進を図り、もって本町への人口の流入を
促進するため、本町への移住を検討している者が、本町の
風土及び日常生活を体感しながら、定住の足掛かりとする
ために一時的に居住する住宅を提供する。

（５）住民等の取組

・伊根浦舟屋群等保存会

町並み美化運動クリーンキャン
ペーン

伊根湾を含めた景観保全、美化
を目的として実施。
陸上のごみだけでなく、船を用
い海上（舟屋前）に浮遊するご
みを回収し、一斉清掃をする。

防火座談会及び消火器講習会
消火栓操作説明会

防火に関する知識の向上、「安
全」で「確実」に消火器具を使
用できるよう訓練し、技術の向
上を図る。

景観サポーター

保存地区内を巡回し、景観資源
の調査や町内の景観マナーに関
する点検活動、町民や事業者等
の景観意識の向上を図る活動を
実施。

・景観保全の取組み

平成 2 0年 NPO法人「日本で最も美しい村」連合加盟

平成 2 3年 景観行政団体に移行

平成 2 6年 伊根町景観計画策定

平成 2 8年 伊根町景観条例制定
伊根町屋外広告物条例制定
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